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＊上記スケジュールはおおよその目安です。年度によって変わることがあります。

年間スケジュール年間スケジュール

申 込 受 付

下水道排水設備工事責任技術者について

 下水道排水設備工事責任技術者試験の

実施、受験講習の実施、試験合格者に

合格証の交付、更新講習の実施、講習

受講者に修了証の交付などを行ってい

ます。

 

※

 下水道排水設備の設置・改築等工事を行おうとする者は､市町 の条例などによ

り市町の指定 を受けなければなりません。

 この市町が指定した業者（指定工事店）には、「　　　　　兵庫県まちづくり

技術センター」が実施する試験に合格した専任の下水道排水設備工事責任技術

者を配置する必要があります。

公益財団法人

※ 播磨高原広域事務組合を含みます

※

※ 責任技術者の登録は各市町で行っています。

※ 分流式下水道汚水系統の排水設備を表示しています。

下水道の排水設備下水道の排水設備

兵庫県まちづくり技術センターでは兵庫県まちづくり技術センターでは

公益財団法人公益財団法人



兵庫県まちづくり技術センター兵庫県まちづくり技術センター

050-1807-1004050-1807-1004
上下水道事業部下水道企画課上下水道事業部下水道企画課

やむを得ない事由による特別な配慮やむを得ない事由による特別な配慮

期限が切れても１年遅れで更新ができる期限が切れても１年遅れで更新ができる

更新講習について更新講習について

合格証、修了証の有効期間は５年間です。継続するためには更新講習の受講が必要です。

通常、７月にリモート講習を実施しています。(申込受付は５月頃)

やむを得ない事由により受講できなかった場合、申し出により猶予措置を受けるこ

とができます。

詳しくは、責任技術者登録をされている方は登録している市町の窓口、されていな

い方は最寄りの市町の窓口にお問い合わせください。

約５か月間の資格失効期間が生じます。

前年度に申し込まれた方でも、再度申込、受講手数料が必要です。

新しい修了証の有効期間は、交付日から４年経過後の３月３１日となります。

有効期間が満了する年度に受講できなかった方は、理由に関係なく１年遅れで受講可能。

ただし

20歳以上である

高等学校、専修学校等

の土木、相当以上の

課程を卒業している

高等学校以上を

卒業している

実務経験　が

2年以上ある

実務経験　が

１年以上ある
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受験資格あり

受験資格なし

受験資格なし 受験資格あり

受験資格
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排水設備工事責任技

術者講習用テキスト

排水設備工事責任技

術者試験標準問題集

参考図書

試験について試験について

＊ 販売先URL

※ 実務経験：下水道工事等の設計または施工

※

※


